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ニ
ッ
ポ
ン
一
億
総
活
躍
プ
ラ
ン
で
取
り
組
む
保
育

・
介
護
人
材
の
確
保
の
効
果
と
実
現
可
能
性
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

安
倍
総
理
は
、
四
月
二
十
六
日
に
開
催
さ
れ
た
第
七
回

一
億
総
活
躍
国
民
会
議
の
中
で
、
「保
育

・介
護
人
材
の
確
保
の
た
め
に

は
、
ニ
ッ
ポ
ン
一
億
総
活
躍
プ
ラ
ン
に
お
い
て
総
合
的
な
対
策
を
取
り
ま
と
め
る
こ
と
が
必
要
」と
発
言
し
、
「第

一
に
処
遇
改
善
、

第
二
に
多
様
な
人
材
の
育
成

・
高
齢
者
等
の
活
用
、
第
三
に
生
産
性
の
向
上
を
通
じ
た
労
働
負
担
の
軽
減
、
や
り
が
い
を
持
っ
て

安
心

・
快
適
に
働
け
る
環
境
の
整
備
と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
、
財
源
を
確
保
し
つ
つ
、
二
〇

一
七
年
度
か
ら
実
行
」
と
し
て
、
保

育
士
の
処
遇
改
善
に
つ
い
て
は
、
新
た
に
二
パ
ー
セ
ン
ト
相
当
の
処
遇
改
善
を
行
う
こ
と
、
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
の
仕
組
み
を
構
築

し
、
保
育
士
と
し
て
の
技
能

・
経
験
を
積
ん
だ
職
員
に
つ
い
て
、
競
合
他
産
業
と
の
賃
金
差
が
な
く
な
る
よ
う
な
処
遇
改
善
を
行

う
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
介
護
人
材
の
処
遇
改
善
に
つ
い
て
は
、
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
の
仕
組
み
を
構
築
し
、
競
合
他
産
業

と
の
賃
金
差
が
な
く
な
る
よ
う
処
遇
改
善
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。 

こ
の
点
に
関
し
、
以
下
、
質
問
し
ま
す
。 

 

一  

保
育
士
の
二
パ
ー
セ
ン
ト
の
処
遇
改
善
に
つ
い
て
、
安
定
財
源
が
も
し
確
保
で
き
な
け
れ
ば
、
実
現
し
な
い
可
能
性
も
あ
り

得
ま
す
か
。 

 



二  

第
七
回

一
億
総
活
躍
国
民
会
議
開
催
に
あ
た
っ
て
の
、
事
前
も
し
く
は
事
後
の
記
者

へ
の
説
明
、
公
表
の
際
に
、
保
育
士
の

平
均
賃
金
の
水
準
に
つ
い
て
、
女
性
労
働
者
の
平
均
賃
金
と
比
較
し
て
説
明
さ
れ
ま
し
た
が
、
こ
の
よ
う
な
説
明
は
、
不
適
切

だ
と
考
え
ま
せ
ん
か
。
撤
回
す
る
気
は
な
い
で
す
か
。 

 

三  

賃
上
げ
が
、
月
額
で
数
万
円
と
な
る
保
育
士
は
、
保
育
士
の
お
よ
そ
何
パ
ー
セ
ン
ト
で
、
お
よ
そ
何
人
と
想
定
し
て
い
ま
す

か
。
最
大
で
月
額
何
万
円
程
度
の
賃
上
げ
に
な
り
得
ま
す
か
。
ま
た
、
そ
れ
は
い
つ
決
ま
る
の
で
す
か
。 

 四  

月
額
で
数
万
円
の
賃
上
げ
に
な
る
保
育
士
は
、
全
体
の
一
割
以
下
あ
る
い
は
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
可
能
性
も
あ
り
ま
す
か
。 

 

五 
 

安
倍
総
理
は
、
第
七
回

一
億
総
活
躍
国
民
会
議
に
て
、
保
育
人
材
の
処
遇
改
善
に
つ
い
て
、
競
合
他
産
業
と
の
賃
金
差
を

な
く
す
旨
の
発
言
を
さ
れ
た
が
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
産
業
を
想
定
し
、
そ
の
職
種
と
の
賃
金
差
は
い
く
ら
で
す
か
。 

 

六  

保
育
士
の
賃
上
げ
を
、
な
ぜ
今
年
度
か
ら
実
施
し
な
い
の
で
す
か
。 

 



七  

保
育
士
の
賃
上
げ
に
つ
い
て
、
政
府
は
月
額

一
万
円
引
き
上
げ
る
方
針
で
あ
る
と
い
う
報
道
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
内
容
は

事
実
で
す
か
。 

 

八  

保
育
士
の
賃
上
げ
は
、
安
定
財
源
に
よ
る
恒
久
措
置
で
す
か
。 

 

九  

介
護
職
員
の
処
遇
改
善
の
所
要
の
予
算
額
に
つ
い
て
、
年
間
い
く
ら
程
度
と
見
込
ん
で
い
ま
す
か
。 

 

十  

介
護
人
材
に
つ
い
て
、
政
府
と
し
て
は
、
来
年
四
月
か
ら
月
給
い
く
ら
上
げ
る
予
定
で
す
か
。
月
給

一
万
円
上
げ
る
予
定
で

す
か
。
ま
た
、
い
く
ら
上
げ
る
の
か
は
、
い
つ
決
ま
る
の
で
す
か
。 

 

十

一  

介
護
人
材
の
賃
上
げ
に
つ
い
て
、
政
府
は
、
来
年
四
月
か
ら
月
額

一
万
円
引
き
上
げ
る
方
針
で
あ
る
と
い
う
報
道
が
多
数

な
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
内
容
は
事
実
で
す
か
。 

 

十
二  

第
七
回

一
億
総
活
躍
国
民
会
議
開
催
に
あ
た
っ
て
の
、
事
前
も
し
く
は
事
後
の
記
者

へ
の
説
明
、
公
表
の
際
に
、
介
護
職



員
の
賃
上
げ
の
具
体
的
な
金
額
は
、
政
府
担
当
者
か
ら
は
発
言
し
ま
し
た
か
、
し
ま
せ
ん
で
し
た
か
。 

 

十
三  
介
護
人
材
の
処
遇
改
善
に
つ
い
て
、
安
倍
総
理
は
、
競
合
他
産
業
と
の
賃
金
差
を
な
く
す
旨
の
発
言
を
さ
れ
た
が
、
具
体

的
に
は
ど
の
よ
う
な
産
業
を
想
定
し
、
そ
の
職
種
と
の
賃
金
差
は
い
く
ら
で
す
か
。 

 

十
四  

来
年
四
月
か
ら
の
介
護
職
員
の
平
均
の
賃
上
げ
幅
は
、
月
額

一
万
円
で
な
く
、
月
額
三
千
円
や
五
千
円
に
な
る
可
能
性
も

あ
り
ま
す
か
。 

 

十
五  

介
護
職
員
の
賃
上
げ
と
セ
ッ
ト
で
、
障
害
福
祉
職
員
の
賃
金
も
同
じ
だ
け
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
か
。
も
し
未
定
で
あ
る
な

ら
ば
、
介
護
職
員
と
セ
ッ
ト
で
引
き
上
げ
ら
れ
る
か
否
か
は
い
つ
決
ま
る
の
で
す
か
。 

 

十
六  

介
護
職
員
の
賃
上
げ
は
、
全
額
公
費
で
行
わ
れ
ま
す
か
、
そ
れ
と
も
介
護
保
険
も
活
用
す
る
の
で
す
か
。
ま
た
、
今
回
の

処
遇
改
善
に
よ
り
、
利
用
者
の
一
割
の
自
己
負
担
の
額
は
増
加
し
ま
す
か
。 

 



十
七  

介
護
職
員
の
処
遇
改
善
の
所
要
の
額
に
つ
い
て
、
年
間
い
く
ら
程
度
と
見
込
ん
で
い
ま
す
か
。 

 

十
八  
介
護
士
の
賃
上
げ
を
、
な
ぜ
今
年
か
ら
実
施
し
な
い
の
で
す
か
。 

 

十
九  

介
護
職
員
の
賃
上
げ
は
、
安
定
財
源
に
よ
る
恒
久
措
置
で
す
か
。 

 

二
十  

十
パ
ー
セ
ン
ト
へ
の
消
費
税
増
税
が
延
期
に
な
っ
た
場
合
で
も
、
今
回
の
保
育
士
と
介
護
職
員
の
処
遇
改
善
は
、
今
回
の

発
表
通
り
に
行
わ
れ
ま
す
か
。
そ
れ
と
も
増
税
先
送
り
の
場
合
は
、
安
定
財
源
が
確
保
で
き
な
い
と
い
う
理
由
で
、
今
回
の

処
遇
改
善
は
断
念
あ
る
い
は
賃
上
げ
幅
の
縮
小
は
あ
り
得
ま
す
か
。 

 

二
十

一  

「財
源
を
確
保
し
つ
つ
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
消
費
税
増
税
の
実
現
が
含
ま
れ
る
の
か
、
消
費
税
増
税
を
し
な
く
て
も

財
源
を
確
保
で
き
る
可
能
性
は
あ
り
ま
す
か
。 

 

右
質
問
す
る
。 


